
令
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３
年
度

健
康
保
険
被
扶
養
者
資
格
確
認

「
部
分
調
査
」を
実
施
い
た
し
ま
す

　
健
保
組
合
は
、法
律
（
健
康
保
険
法
施
行

規
則
第
50
条
）に
よ
り
、
毎
年
、
被
扶
養
者

資
格
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
被
扶
養
者
資
格
確
認
調
査
は
、
被
扶
養

者
と
な
っ
た
方
が
そ
の
後
も
被
扶
養
者
の

認
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
確

認
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。
就
職
や
結
婚

等
で
被
扶
養
者
の
資
格
を
失
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
手
続
き
を
忘
れ
て
い
る
方
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
健
保
組
合
で
は
、

こ
う
し
た
手
続
き
も
れ
に
対
応
す
る
た

め
、こ
の
調
査
を
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
子
・
孫
を
対
象
と
し
た
「
部
分

調
査
」
と
な
り
ま
す
。

　
被
扶
養
者
資
格
の
な
い
方
が
加
入
し
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
、
健
保
組
合
が
本

来
支
払
わ
な
く
て
も
よ
い
医
療
費
を
支
払

う
こ
と
に
な
る
な
ど
、
不
要
な
支
出
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
７
月

　

令
和
３
年
6
月
1
日
現
在
当
健
保
組
合
に
加

入
し
て
い
る
、
23
歳
以
上
※

の
子
で
あ
る
被
扶
養

者
を
有
す
る
被
保
険
者
（
任
継
者
は
除
く
）

※ 

令
和
４
年
3
月
31
日
現
在
、
平
成
11
年
4
月
1
日

以
前
生
ま
れ

　

調
査
対
象
と
な
る
被
扶
養
者
が
い
る
方
に

は
、「
健
康
保
険
被
扶
養
者
資
格
確
認
調
査

書
」
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ま
た
は
紙
面
（
事
業
所
経
由
）

で
配
付
い
た
し
ま
す
。

　

概
要
は
改
め
て
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
は
資
格
確
認
調
査

書
の
ほ
か
、
必
要
証
明
書
類
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
費
用
負
担
や
お
手
数

を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
何
と
ぞ
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊ 

令
和
３
年
度
健
康
保
険
被
扶
養
者
資
格
確
認
調
査

の
詳
細
は
、
健
保
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お

り
ま
す
。

令和２年 7月実施　被扶養者資格確認調査

1
実
施
時
期

2
調
査
対
象
者

4
提
出
期
限

3
調
査
要
領

調
査
書
配
付（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ま
た
は
紙
面
）

7
月
２
日（
金
）

事
業
所
人
事
・
総
務
提
出
期
限

7
月
30
日（
金
）

● 対象被保険者数 90名 （在籍被保険者数　27,102 名）
● 対象被扶養者数 95名 ●不適格資格喪失被扶養者数 15名

仕送り関係 3名
生計維持関係なし 3名
収入超過 2名
就職 1名
その他 6名

調査結果 父母、兄弟姉妹

10令和３年－春

ついに社会人か、健保組
合の扶養から外す手続
きは明日するよ

　被扶養者が就職したり、収入が増えた場合など、被扶養者の資格にあてはまらなくなったら、扶養から外す手続き
が必要です。「被扶養者（異動）届」に「保険証」を添え、5日以内に事業所経由で当健保組合に届け出てください。
※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」をお持ちの被扶養者は、あわせて返却してください。

被扶養者に異動があったら届出をお忘れなく!
お父さん、就職
先から保険証を
もらったから今
までの保険証は
返すね

みなさんの
保険料が適正に
使われないことに
なります

いやいや、使えないよ
もし保険証を使ったら、
健保が負担した医療費を
返還することになるよ

自動的に外れないんだね
じゃあ今までの保険証は
まだ使えるの？

２
枚
あ
る
と

便
利
か
も
…

こんな場合は被扶養者の資格から外れます

就職・他の健保組合に加入した

● 被扶養者が就職し、就職先の健康保険の被保険者
になった。

●被扶養者がパート先で被保険者になった。

　パートやアルバイトをしていて下記の要件をすべ
て満たす場合は、お勤め先の健康保険の被保険者と
なります。

（1）週の所定労働時間が 20時間以上
（2）賃金月額が 88,000 円（年収 106 万円）※以上
　　※残業代、通勤手当などを含めない所定内賃金
（3）雇用期間が 1年以上見込まれる
（4）学生でない
（5）職場が以下のいずれかに該当
　　 ①従業員が 501 人以上　②従業員が 500 人以
下で、社会保険の加入について労使合意を行っ
ている

国内居住要件を満たさなくなった

● 日本国内に住所を有さなくなった。

　ただし、次のような場合は、被扶養者として認められます。
　①留学する学生　②海外赴任に同行する家族　③観光・保養
やボランティアなど就労以外の目的で、一時的に日本から海外に
渡航している（ワーキングホリデーや青年海外協力隊など）　④海
外赴任中に身分関係が生じ、新たな同行家族とみなすことができ
る　⑤その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情が
あるとして健保組合が判断する

収入が増えた

● 被扶養者の年間収入が130万円※以上見込まれることに
なった、または被保険者の収入の1/2以上になった。

　※ 60歳以上または障害がある場合は180 万円以上（老齢年金、障害
年金、遺族年金を含む）。

別居した

● 被扶養者となるために同居が条件となる親族※が、被保険
者と別居した。

　※ 被保険者の配偶者・子・孫・父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹以外
の親族（三親等内）は同居でなければ被扶養者として認定されません。

75歳になった

● 被扶養者が 75歳※になり、後期高齢者医療制度の
被保険者になった。

　※ 65 ～ 74 歳の方が一定の障害があると認定され、後期高齢
者医療制度の被保険者になったときも同様です。

被扶養者の異動届の手続きをしないとどうなるの？Q

　被扶養者数も、健保組合が国へ支払う高齢者医療への拠出金の算定に反映されています。
そのため、手続きをしないと、本来、被扶養者でないのに被扶養者数に含まれることとなり、
不要な支出につながります。

A

11 41


